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日野市在宅療養体制構築のための基本方針策定支援業務

中間報告資料

（平成30年7月）

【報告事項】

１ 基本方針策定に向けたスケジュール（案）

２ 「日野市在宅療養推進体制構築のための基本方針」の構成・概要（案）

３ 今回整理した現状分析・課題抽出（叩き台）のまとめ

資料３
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基本方針策定に向けたスケジュール（案）

基本方針策定に向けて計画どおり進捗しており、今後は検討部会の場を中心に関係

者との合意形成を進めながら、12月中旬のパブリックコメント開始を目指します

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

本業務の

進め方

現状分析・課題抽出 関係者協議・調整 基本方針の最終化フェーズ

前年度実施アンケート調査結果の

評価・分析

在宅高齢者療養推進協議会の

検討部会の場を中心とした

関係者との合意形成

パブリック

コメント

最終調整

東京都保健医療計画、

診療報酬改定、他市事例の調査

パブコメ

対応

基本方針案の

協議

現状・課題

認識の共有

【実施期間（案）】

12/17（月）～1/25（金）
※40日間（年末年始
（12/29~1/3 ）を除き、34日間）

▼7/11、13理事者報告 （▼理事者報告） ▼理事者報告 最終報告（議会最終日）▼マイルストーン

検討部会 ▼7/18 ▼部会（パブコメ前最終） ▼部会部会（必要に応じて適宜（2～3回想定）開催）

在宅高齢者療

養推進協議会

▼協議会

▼協議会

▼5/15
3/20ごろを
想定

市民2,760人 1252人 45％
医療機関195 76 39％
病院 7 4 57％
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検討の背景

（１）基本方針策定の背景・目的

日野市で在宅療養体制構築を検討する意義

日野市版

地域包括ケアシステムの深化

「諸力融合」で

在宅生活

を支援

ベッドタウン型人口構造がもたらす急速な超高齢化の進展

平成37年
2.3人 平成52年

1.6人
平成27年

2.6人

高度成長期に急拡大した人口の高齢化により、日野市も既に超高齢社会
※

に突

入しています。今後も高齢化率は急上昇を続け、全ての団塊世代が後期高齢者

となる平成37年に26.7％、全ての団塊ジュニア世代が高齢者となる平成52年に
34.4%に達します。

日本全体として少子高齢化が進行していることを受け、国は地域包括ケアシステ

ムの構想を提示・推進しており、その中で地域医療の在り方も大きく転換していま

す。日野市においても、地域の特性を踏まえて、医療を含めた関連分野の連携

体制を構築していくことが求められています。

左記の状況を踏まえ、高齢者医療、特に在宅医療は地域包括ケアシステムを推進

する上で重要な基盤となるものであり、日野市が医療分野の方針策定に取り組む

にあたり、優先度・緊急度の高いテーマであると理解しております。

日野市の上位計画における

理念・戦略

「健やかでともに支えあうまち」

（第5次日野市基本構想・基本計画（2020プラン））

「健康に住み続けられる

潤いのある地域づくり」

（日野市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

「ヘルスケア・ウェルネス戦略」

（日野市の主要3戦略）

地域の自立性を維持していくためには、

高齢者の方々がいきいきと生活できるこ

とが重要

「住み慣れた地域で

生き看取られる暮らし」の実現

【医療】

【介護・福祉】

第2期日野市
高齢者福祉総合計画

【住まい】

日野市

住宅マスター

プラン

【予防・健康】

第3期
「日野人げんき！」

プラン

地域包括ケアシステムとの関連性を踏ま

え、多岐にわたる医療分野の論点の中か

ら在宅医療に焦点を絞り込む

地域包括ケアシステム構築の必要性

※高齢化率21%以上の社会

「病院完結型医療」

医療

予防

住まい

生活

支援

介護

「地域完結型医療」
日野市在宅療養体制構築

のための基本方針の策定

（本業務）

市独自の取組みならではの機動的対処

高齢者1
人を支え

る生産年

齢人口

国全体が

目指す形

医療

出所：第2期日野市高齢者福祉総合計画
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日野市が目指す姿（案）

（２）日野市が目指す姿

在宅療養体制の現状・課題の把握

・医療施設の稼働の実態、参入意向

・人材育成・活用の実態

・医療と介護等との連携の実態

市民ニーズと提供体制のすり合わせ

（病病・病診連携等による有限な資源の有効活用など）

在宅療養に関する需給ギャップの解消・極小化

提

供

体

制

市

民

ニ

ー

ズ

市民のニーズの将来予測

・人口動態等の客観的データからの予測

・疾病構造・市民意向を加味した「真のニーズ」の予測

日野市版地域包括ケアシステムの深化

退院支援

地域包括ケアシステムの要となる在宅療養体制の構築

介護・福祉 予防・健康 住まい

日常の療養

生活支援

日常の療養

生活支援

在宅等での在宅等での

看取り

急変時の急変時の

対応

医療

（在宅療養体制）

各分野の観点・手法により在宅療養生活を支援

住み慣れた地域で生き看取られる暮らし

日野市版地域包括ケアシステム

長期的には

日野市で暮らし働く次世代の方々の

希望・安心・幸福がもたらされる

高度成長期に日野市の発展を支えた方々

が、日野市で安心・満足して

最期まで幸せに過ごすことができる

在宅療養体制の構築

上位目標

医療分野における取組みの方向性
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【位置づけ】 最優先対策領域

 住民が一斉に高齢化する中で、医療アクセ

ス、地域の医師不足・高齢化など、困難な

課題が複合的に深刻化。

【対応方針】 ソフトランディング

 有限な政策資源を活用して、緩和・軽減

を目指す。大逆転は難しいが、行政や

関係者の知恵と工夫を尽くす。

【位置づけ】 当面安定を見込む領域

 徐々に高齢化が進行。現時点では

大きなひずみは発生していないと想定。

【対応方針】 中立

 将来予測を行いながら、予測される特定の

課題に対処を検討。一方で、①エリアへの

応援（医師派遣、患者受入れ等）も検討を

要する可能性も視野に入れる。

【位置づけ】 市内で最も充実した領域

 交通アクセスに優れたエリアに行政・URの
投資が集中し、今後の日野のまちづくりを

牽引するセンターとなる。

【対応方針】 地域包括ケアのモデル地区化

 多職種連携、病診連携といったモデルを早期

に具体化し、現場の人材に定着させていく。

【位置づけ】 課題・ポテンシャルとも未

知数の領域

まちづくりがこれからであり、人口構成

や医療施設の進出如何によって、状況

が大きく変動する。

【対応方針】 注視

現時点の予測を行うが、定期的に予測

を更新し、再評価を行う。

2025年に向けた基本方針
検討領域ごとの対応方針

②CCRC構想が
進む中心部

①超高齢化が

進む丘陵

④今後再開発が

進む地域

③変化が緩やかな

地域

高

齢

化

の

継

続

生

産

年

齢

人

口

・

若

年

人

口

の

流

入

・

増

加

現在の高齢化率が高い

現在の高齢化率が低い～中程度

日常医療

の確保



6

アンケート調査結果等により在宅療養に関する需要の増大傾向が可視化されたとこ

ろであり、今後は供給側の対応強化が主な課題となっていくと考えられます

課題現状テーマ

 限られた医療資源を適切に利用する工夫が
必要です。

高齢化の影響で医療を必要とする人が増えるため、医

療機関がこれまで以上に混み合う可能性があります。

 患者数の増加を見極めたうえで、医療資源
の確保が必要です。

医療関係者が感じている以上に、患者数が増加してい

く可能性があります。

地域医療全般

 在宅療養を身近に知り、相談できることが必
要です。

市民は在宅療養に関心があってもよくわからないことも

多く、相談できなかったり、家族の負担を不安に感じた

りしており、納得できる選択がしづらい状況です。

 医療関係者と介護関係者の連携を深めるこ
とが必要です。

在宅療養の推進のためには医療と介護の連携が重要

とされていますが、地域によって医療介護連携の進み

具合はまちまちです。

 退院後に安心して地域の診療所につながる
ことができる仕組みが必要です。

退院時に地域の診療所を紹介されなかった場合に、退

院後の生活に不安を感じるケースがあります。

 訪問診療の需要拡大を見据えて、供給量を
確保していくことが必要です。

訪問診療の需給は現在のところマッチしていると考えら

れますが、今後は需要の方が多くなっていくことが想定

されます。

 往診の需要拡大を見据えて、供給量を確保
していくことが必要です。

往診の需給は現状で既に供給が不足している可能性

があり、今後はさらにギャップが拡大していくことが想

定されます。

 救急時の対応について市民と医療側が共通
の認識を持つことが必要です。

救急医療について、医療資源の適正利用が求められ

ています。

 看取りの需要拡大を見据えて、供給量を確
保していくことが必要です。

看取りの需給は現状で既に供給が不足している可能

性があり、今後はさらにギャップが拡大していくことが

想定されます。

在宅療養

入退院支援

日常の

療養生活支援

急変時の対応

在宅等での

看取り

 多摩平エリアでは、医療・介護関係者の連携
体制の強化が必要です。

多摩平では施設面での充実が図られてきたのに対し、

連携の仕組みづくりがこれからという状況です。

 丘陵部には、需給両面からの重点的な取組
みを検討することが必要です。

丘陵部では既に需要過多の状況が発生しています。

特色のある

地域

第1節

第2節

第3節

第4節
(1)
第4節

(2)

第4節
(3)

第4節
(4)
第5節

(1)
第5節

(2)

第2章の
記載個所

現状と課題のまとめ（基本方針第2章第6節）（案）
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第1節 市民の受療行動

第3
章

2025年に向けた
基本方針

第4
章

重点プロジェクト

第5
章

今後の進め方

第2節 市内の医療体制

構成

第2
章

日野市の在宅療養

体制の現状と課題

地域医療全般について、需要と供給がバランスしているかという観

点からの現状分析・課題抽出を行う。

概要

第1
章

基本的事項

第1節 基本方針策定の背景・目的

「住み慣れた地域で生き、看取られる暮らし・福祉・医療の展開」の

ため、地域の関係者と協議して日野市独自の方針を策定する。

第2節 日野市が目指す姿

第4節 在宅療養の需要と供給

第3節 在宅療養に対する意識

第6節 現状と課題のまとめ

第5節 特色のある地域

日野市版地域包括ケアシステムを支える在宅療養体制を構築し、

在宅療養が市民にとって身近な選択肢の一つとなることを目指す。

在宅療養について、需要と供給がバランスしているかという観点か

らの現状分析・課題抽出を行う。

分析を踏まえた現状・課題のまとめを行う。

7/18検討部会の議題

＜目的＞住み慣れた地域で 生き看取られる 安心して住み続けられるまちの実現～日野市版地域包括ケア体制の構築～
＜基本理念＞・医療・福祉の側面から、市民生活に安心を提供し、居住の継続性を図る・市民を中心に医療・福祉の関係者が相互の立場を理解し、意識の共有を図る・地域で市民を支える関係者はそれぞれの専門性を活かして協力して行動する
＜施策の方向性＞（１）在宅での療養を市民に周知するとともに、相談体制の整備を進めます（２）介護者の負担軽減を図る支援策を充実します（３）関係者間での意識と情報の共有を図り、介護者を支援するネットワークを強化します（４）市民の希望に応える終末期ケアと看取りに関する体制を整備します（５）医療資源の最適化と近隣地域との相互連携に取り組みます


